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令和８年１月 22日 

大津市クマ等出没対応マニュアル（緊急銃猟マニュアル）を策定しました 

 

１．策定の背景 

  近年、クマやイノシシ等の危険鳥獣が人の生活圏に侵入し、人身被害が多

発している状況を踏まえ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（平成 14 年法律第 88 号）が令和７年４月に改正され、同年９月に施行

されました。同法第 34条の２では、クマやイノシシ等の危険鳥獣が人の日常

生活圏に侵入し、人への危害を防止するための措置が緊急に必要で、銃猟以

外の方法では困難な場合に、安全確保等の措置を講ずることにより、地域住

民等に弾丸が到達するおそれがないことを確認した上で、銃器を使用した捕

獲等を行うことができる「緊急銃猟」制度が創設されたところです。 

  本マニュアルは、市内にクマやイノシシ等の危険鳥獣が出没した際の対応

と連絡体制を明記するとともに、国が定める「緊急銃猟ガイドライン」に基

づき、本市が実施する緊急銃猟について、その円滑かつ安全な実施並びに住

民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的に策定したものです。 

 

２．捕獲の委託 

  本マニュアルでは、実際に緊急銃猟を行う者（捕獲者）を委託するとして

おり、本年１月現在、緊急銃猟の捕獲者となれる法定要件を満たした者で滋

賀県猟銃会の市内各支部から推薦を受けた 17人のハンターと委託契約を締結

しました。 

 

３．今後の予定 

  本マニュアルに定める緊急銃猟関係者間の情報共有と連携を強化するため、

今後、机上訓練や実地訓練、研修などを定期的に実施する予定です。訓練結

果を評価し、マニュアルの改善につなげてまいります。 

 

 

 
 

 

お問い合わせ先 

担当者 産業観光部農林水産課 担当： 木津 

連絡先 077-528-2757 内線 3450 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 
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